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ス
ト
ッ
プ
！
セ
ク
ハ
ラ

　

あ
な
た
の
職
場
で
は
次
の
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
よ
う

な
行
為
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
当
た
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

勤
務
時
間
外
の
「
宴
会
」
等
で
も
、

職
務
と
の
関
連
性
、
参
加
者
、
参
加

が
強
制
的
か
任
意
か
等
に
よ
っ
て
、

実
質
上
職
務
の
延
長
と
考
え
ら
れ
る

も
の
は
「
職
場
」
に
該
当
し
ま
す
。

　

会
社
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
た

場
合
に
は
、
相
談
に
対
し
そ
の
内
容

や
状
況
に
応
じ
適
切
に
対
応
で
き
る

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止

す
る
た
め
に
全
て
の
従
業
員
に
周

知
・
啓
発
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

～
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相

　

談
員
に
よ
る
相
談
の
お
知
ら
せ
～

と　

き　

原
則　

毎
週
火
、
木
曜
日

　
　
　
　

 

午
前
10
時
30
分
～
午
後
４

時
30
分　

と
こ
ろ　

千
葉
労
働
局
雇
用
均
等
室

※
事
前
に
電
話
で
予
約
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

千
葉
労
働
局
雇
用
均
等
室
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均
等
・
両
立
推
進

　 

企
業
表
彰
募
集

　

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
推

進
し
て
い
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
フ
レ
ン

ド
リ
ー
な
環
境
の
企
業
を
募
集
し
表

彰
し
ま
す
。

表
彰
に
は

　

�

厚
生
労
働
大
臣
最
優
良
賞
、
厚
生

労
働
大
臣
優
良
賞
、
都
道
府
県
労

働
局
長
優
良
賞
、
都
道
府
県
労
働

局
長
奨
励
賞
が
あ
り
ま
す
。

応
募
期
間　

３
月
31
日
㈬
ま
で

応
募
方
法

　

 

応
募
様
式
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま

た
は
、
雇
用
均
等
室
で
配
付
。

　

 （ http://www.m
hlw.go.jp/stf/

houdou/2r985200000033ox.html

）

　
 

必
要
事
項
に
つ
い
て
、
平
成
22
年

１
月
１
日
の
状
況
を
記
入
し
、
自

己
採
点
の
上
、
千
葉
労
働
局
雇
用

均
等
室
あ
て
に
郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
応
募
く
だ
さ
い
。

◆
応
募
・
問
い
合
わ
せ

　

千
葉
労
働
局
雇
用
均
等
室

　

 

〒
２
６
０
─
８
６
１
２

　

千
葉
市
中
央
区
中
央
４
─
11
─
１

　

千
葉
第
２
地
方
合
同
庁
舎

　

☎
０
４
３
─
２
２
１
─
２
３
０
７
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＜チェック！＞
□職場や宴会で不必要に人の身体に触る。
□宴会でお酌やデュエットを強要する。
□職場や宴会で性的な冗談を言ったり、個人的な性的体験を話題にする。
□ 帰宅に際し、不必要に同行したり、帰路以外の場所（他の飲食店、ホテル等）

に誘う。
□ 上司（同僚）が仕事上の必要性がないのに、メールアドレスを聞き、プライ

ベートなメールを送ってくる。

育
児
・
介
護
休
業
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　

少
子
化
の
流
れ
を
変
え
、
男
女
と
も
に
子
育
て
や
介
護
を
し
な
が
ら

働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
、
育
児
・
介
護
休
業
法

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
施
行
日
に
つ
い
て
記
載
の
あ
る
も
の
を
除
き
、

６
月
30
日
よ
り
施
行
さ
れ
ま
す
。

１�　
子
育
て
期
間
中
の
働
き
方
の
見

直
し

 

・ 

３
歳
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働

者
に
つ
い
て
、
短
時
間
勤
務
制
度

（
１
日
６
時
間
）
を
設
け
る
こ
と

を
事
業
主
の
義
務
と
し
、
労
働
者

か
ら
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
の

所
定
外
労
働
の
免
除
を
制
度
化

す
る
。

 

・  

子
の
看
護
休
暇
制
度
を
拡
充
す
る

（
小
学
校
就
学
前
の
子
が
、
１
人

で
あ
れ
ば
現
行
ど
お
り
の
年
５

日
、
２
人
以
上
で
あ
れ
ば
年
10

日
）

２�　
父
親
も
子
育
て
が
で
き
る
働
き

方
の
実
現

 

・ 

父
母
が
と
も
に
育
児
休
業
を
取
得

す
る
場
合
、
１
歳
２
か
月
（
現
行

１
歳
）
ま
で
の
間
に
、
１
年
間
育

児
休
業
を
取
得
可
能
と
す
る
（
パ

パ
・
マ
マ　

育
休
プ
ラ
ス
）

 

・ 

父
親
が
出
産
後
８
週
間
以
内
に

育
児
休
業
を
取
得
し
た
場
合
、

再
度
、
育
児
休
業
を
取
得
可
能

と
す
る
。

 

・ 

配
偶
者
が
専
業
主
婦
（
夫
）
で
あ

れ
ば
育
児
休
業
の
取
得
不
可
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
廃

止
す
る
。

３　

仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援

 

・ 

介
護
の
た
め
の
短
期
の
休
暇
制
度

を
創
設
す
る
（
要
介
護
状
態
の
対

象
家
族
が
、
１
人
で
あ
れ
ば
年
５

日
、２
人
以
上
で
あ
れ
ば
年
10
日
）

４�　

実
効
性
の
確
保
（
調
停
を
除
き

平
成
21
年
９
月
30
日
施
行
。
調
停

に
つ
い
て
は
平
成
22
年
４
月
１
日

施
行
）

 

・ 

苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
の
援
助
及

び
調
停
の
仕
組
を
創
設
す
る
。

 　

 

勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
の
公
表
制

度
及
び
報
告
を
求
め
た
場
合
に
報

告
を
せ
ず
、
ま
た
は
虚
偽
の
報
告

を
し
た
者
に
対
す
る
過
料
を
創
設

す
る
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

千
葉
労
働
局
雇
用
均
等
室

　

☎
０
４
３
─
２
２
１
─
２
３
０
７


